
○補助内容

※市税の滞納のない方に限ります。

《問い合わせ先》呉市農業振興センター

 電話：0823-77-0374（担当　高橋）

呉市環境配慮型農業推進事業補助金の交付手順

販売を目的として米，野菜，果樹，花卉等を栽培している農業者

１０アール（１，０００㎡）以上，１０アール当たり１トン以上の堆肥を投入

交付決定通知日から令和９年２月２８日まで

事業の交付決定通知日以降に購入する堆肥費用の内，運搬費，散布代，消費税及び地方
消費税を除いた額の2分の１以内または１トン当たりの補助額が２，５００円のいずれ
か低い額（百円未満切捨て）

対象者

堆肥投入面積，投入量

補助対象期間

補助金の額

事業着手事

事業内容及び

補助金交付申請書

事業計画書，収支予算書

投入予定堆肥の見積書

実績報告書

事業実績書，収支決算書

※領収書等のコピーを添付

事業着手

（堆肥の購入・投入）

補助事業完了

〈申請者〉 〈呉市〉

事業内容等の審査

交付決定通知書

（申請書提出から２週間程度）

※期間に余裕を持って提出してく

ださい

事業内容の確認

補助金交付請求書 額の確定

提

出

提

出

補

助

金

投入量の変更等，当初の申請内容から変更がある場合は

事前に農業振興センターまでご連絡ください

郵

送

提

出

必ず交付決定通知書が届いてから

堆肥の購入・投入に着手してください

（※交付決定前に購入した堆肥は補助

の対象になりません）

補助金の支払い

郵

送


